
最高裁秘書第1985号

令和元年5月14日

林弘法律事務所

弁護士山中理司様

最高裁判所事務総長 今 幸崎

司法行政文書開示通知書

平成31年2月28日付け（同年3月1日受付，最高裁秘書第1120号）で申

出のありました司法行政文書の開示について，下記のとおり開示することとしまし

たので通知します。

記

開示する司法行政文書の名称等

平成24会計年度における協議会等開催計画（片面で5枚）

開示の実施方法

写しの送付

1

2

担当課秘書課（文書室）電話03 （3264） 5652 （直通）



平成24会計年度における協議会等開催計画 (平成2-1fIz2月了H総一文金印） 【会瀧浅科】
(中央協議会等）
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長官．所長会同

称
号
－
１

協雛事麺

当面の司法行政上の諸問題

所梼
局牒

IIIWil聯期 会期 協識員等

高拠長官，地・家縦所長

高蝋長官

高総長官・

商蛾の総務擬長騨2人

総人員

Ｉ偏り》１
日
月
斗
６
１

2日 総祷局 84人
｜ ’

長官事務打．合せ叩
）
一
向
鋤
】
母
電
一
戸
、

1 1月 司法行政上の諸問題

司法行政上の諸問題

総務事務全般の連蒜協議

欝記官事務全般の連絡協議

|人難行職零難篤到驚の遮細溺総
|人輔誠蕊雛鍛""'締
|人事行政事務全般の連絡協議

2日 総務局 ’8人

長官.蛎務打合せ 随時 1日 総務局 S人

高蚊総務課長等事務打合せ

商鋭首席善記官事務打合せ

人事関係等事務打合せ（高蛾事務
局次長）

人事聯務打合せ（高畿人事磯長）

11月 1日 総務局 16人

11月 1日 淘蛾の民撫首席袴記官及び刑事首席替記官

櫛職の辨務局次長

総務局 16人
(う 513 2日 人辮局 8人

『
が
■
Ｐ 1. 013 2日 細卿)人事課長及び同繰企画官又は同課撫長補

佐のうちいずれか1人
人耶局 l. 6人

人蛎率務打合せ（商縦人事課長）8 2月 211 繭俄の入り辨長及び同課企画官又はI司課課長補
佐のうちいずれか1人

人事局 16人

経理関係等事務打合せ（高披事藩
局次長）

経理関係等事務打合せ（高雄事務
局吹長）

9 9月 経理行政等事務全般の連絡協議2日 高蛾の事務局次長

高縦の事務局次長

経理局 8人
－

10 ■■■■■■■■■■

2月 経理行政等事務全綬の連絡協議2日
経理局 8人

il 10月 2日 経理局 16人

○
色Ｉ 2月 2日

経理局 16A

13 1.0月1HIFI 1日 民事局
家庭局
58人

l dl 12月 1日

’
民事局 27人

15 5月

］
1日

家庭局 8人

■

－

16 l l ifi二為 1 11へ

21SI
商・家紬の鋤判官 家庭局 59人

■

！



平成24会計年度における協議会等開催計画
(ブロック協議会等）
關
醐
画
■

■一一

脇難癖項
一
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協継貝等

1 各高蛾の総務撫長，同諜課長揃佐
及び麿報係長

2各地・家縦の総務課長《小規模庁
等で地家畿のいずれか一方の総務課長
を総務（広報）担当鵬長とする庁につ
いては．各簡鋭の判断により，同課長
の蜂を協誰員と十ることも可）

JFKB11

厩厩酉詔禰震

鮒'催暁期

12月～翌年】‘月
P

会期

’
所管

局膿
開惟地 総人員

0． 5日 1 磯判員殿判に関寸る報道対応につい
て

2報道朧闘や一般国民に対し，迅速か
つ適切樹瀞報提供を図伽充実した広報
活動を展開する上で考慮すべき事項

各碕縦（合同棚催）
塙古屋〈東京．禍古屋）
広島 （広勵，擶岡）
仙台 （仙台，札幌）
商松 （大阪，噺松）

広報課 1. 24人

－

2 首席書記官協雛会 1日 書記官事務について．首席.曹記官として
考慮すへき事項募

高・地・家蝿の首席書記官（具豚爾矛
対象範囲は未定）

総務局 未定

月
1EI

高毅の事務局次長及び人事課長
家数の辮務局長

高哉の事務局次長及び人事課長
家織め蛎務局次長

地． k事局 1 ］6人

４
1日

地． 人事局 130人
－

， 0． 5日

家織の率務局長

高総の事務局次景会計裸長及び会計
課企画官．地一家鋤の会計綴長

経理局 116人

6 1日
窪理局 77人

’
一
Ｊ

耐畿の調停制度及び司膣善剛卿趣嗣|聲智謹驚及び霊認官に関し実務上考慮すべき事項

1日～3日
民事調停委 得地般 民事局 各地銭で

決定
8

2日 民事調停事件の処理に必要な基礎的緬溌
の習得

新任民事調藤要員 得地織 民事局 各地錨で
決定

9
lm～2日 民事調停事件の処理につき必要な基礎鯛

揃繩及び技術の習絲

民事調停事件の処理につき泌例研究の方
洩こよる実践的な知倣及び技術の習得

1 民事・家事調停の運営に関し考慮す
べき事項

2高畿長官表彰

2年ないL3年程度の実務経験のある
民事調停委員

民事澗停委員

各地般

雨面弼

民率局 冬地畿で
決定

(6月～翌年3月）
－

10 得地織で決定
（6月～翌年3m）

各河縦で決定
（9月～j lm1

1日～2I3
民蕊局 弁地織で

決定■■■■■■■■

11
1日

各地・家蛾管内の澗停協会において備
導的地位にある調停委員

件商織 民事局
家庭局

衿商戦で
決定

－

12 l淵催十ろ地鋭で決定
（6月～129)

1日
民事局 開慨する

地錐で決
定

園
ｰ

0. 5IJ
民事局 各地鋤で

決定
ロ ﾛ

｡
－
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司法委員研究会
I 協辮僻項

一 =一一

協継風聴
一■■■■ー 』

IM他時期

筐一･･‘各地織で決定

（6月～翌年3月1

各地錘で溌定
（9月～翌年3月）

’ 総人員 ’
会期 所管

局諜 ’剛催地

司法委員としての職務につき必要な実践
的知識及び妓能の習得

倒産事件の管財業務等の処理に関し考慮
寸べき辨項

1日～2日 司法委員 各地織 民事局 春地縦で
決定

15 管財人等協讓套 1日
破産事件の破産管財人．民事再生事豚
の監督委員及び個人再生委員．会社更
生事件の梼財人等

民事局 答地畿で
決定

簡易鋤判所民事事件
担当鋭判官等協議会

16 1 1‘月～翌年1月 l la 1 緬易錨判所の本来の機能を活性化子
るための方策等

2充実した民事調停事件の運用を図る
ための方施等

各地雌本庁併腫簡蚊の民辮辮件題画雪
寸る錨判官1人（東京．大阪，京都．
名古屋及び福岡の各簡卿ま各2人。な
お‘訴訟事件担当総判官及び調停事件
担当総判官1名ずつ）
上記簡畿を管轄弓i-る地織（東京‘大
阪．名古屋，福岡及び札幌を除く）の
民事首席替記官又は民事次席馨記官'》
いずれか1人並びに哨京煎拙民辮首席
欝記官及び大阪，名古屋，桶|剛及び札
幌の各愉雑首席書記官1人

谷高鋤(一部合l司開llli-r
5開雌，開催地未定）

民蛎局 ｜］05人

17 民事執行事件担当者
等協議会

1月～2月 民事執行事件の適正処理に関し考慮すべ
き事項

0． 5日 高鋭の民事首席書記官，谷地戦の民事
執行事件を担当する錨判官1人．民事
首席欝記官又は民事次席書記官めい寸琴
れか1人

得高栽（一部合同開閥
東京

大阪

広励（広島． 名古屋）
擶岡（稲岡，高松）
･I:L幌（札IIIM. 仙台）

再簡蕊(一部合同開催）
噴京

大阪

広勘（広勘． 名古屋）
福価1 (福岡，商I公）
札幌(I:L幌．仙台）

民事局 ’108人

1■■■■■■■■

18 執行官関係協議会 1月～2月 0． 51EI 執行官の朧督及ひ零務処理に関し考慮〒
べき事項

商蛾の民事首席誉記官．地哉の民零瓢
行事件を担当寸一る錐判官1人，民事首
席審記官又は民事次席欝記官のいずれ
か1人，総括執行官1人

民事局 158人

19 l l]
IⅢ部局 68人

20 0． 5日
刑事局 各地織で｜

決定

弁地織で
決定

■■■■■■■■

21 1日
刑事局

3
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協雛員捧 IMIimll

犯罪被害菅等の瞳か
れた立場，状況等に
関する理解を深める
ための研修会

棚催時期 会期 所笹
局課

印

協繼騨項 開催地
一■■一二一一

総人員

犯罪被害春等基本法19条の趣旨を踏ま
え，犯罪被害者等”置かれた立場状況
等に関する理解を深めるための意見交換
等

■m

意見交換等のテーマに応じた外部有識
者等並びに碕銭，同謝畿管内の地般、
家鋭の錨判官及び彼害者対応をする可
能性のある職員（高畿笹内の得地・家
雌から最低限鋤判官，番記宮各]‘人に
参加してもらう予定）

通訳人候補着となることを希望し、か
つ．対象言濡の通訳人としての適性を
鮒えていると認められる者又は通訳人
候補者並びに地織の鋤判官及び書記官

各高鋭で決定一
（6月～翌年3月）

0． 5日
符高織 刑事局

家庭局
谷高畿で
決定 ．

－

23 法廷通訳基確研應
ー

谷地錐で決定一
(4月～翌年3月）

法廷通訳経験のない又は少ない初級レベ
ルの通縦人候補者等を対･象とした法廷通
訳に必要な知繊・技能の習得

1日
緑地雌 刑率局 弁地織で

決定

頭 各高蛾
（6月

213
各高裁所在地にある地蕊
（東京．大阪各満織にお
いては．それぞれの高裁

が定める管内の地畿）

寵京, ‐大阪得地般

刑事局 各高哉で

決定
～翌年3月）

■ ア

25 2日
刑蛎局 弁高蛾で

決定

'26 1日

謝意判事件の処理に‘懲要鰯厩弼溌挿豚砺燕頂 行政局 各地錨で
決定

27 各地錨で決定
（原則として9月～】
2月）

』0月

■

労働審卿件の鯉に必雲な専雨踊珂房阿榊頂の習得

1日
得地織 行政局 谷地蛾で

決定

知的財産潅訴訟癖究
会

2S 0． 5日
敢東高雌

(知財商蜘
行政局 22人

29 知的財産権関係事件
担当専門要員実務研
究会

1 1.月～12m 知的財産朧関係事呼における専'1W委員の
関与の在$' l方

0． 5日
蝋京高雌
（知財満畿） ”局 |漁察維

的財産権闘係
（知的財産権
がある者及び

事件を抵当寸一2知

門委員
る嘩
与し
出席

関係事
本研究
仲に

計
関
心｜ ｜たこと

｜を希望す尋者に限る）
催は知財高蛾｜ （注）主－

30 新任家事訓停委員研
修会

谷家畿で決定
（原則として-l lリー7
月）

家事調停事件の処理につき必要な基礎的
知搬の習得

】日～2日
得家純”本庁又ほ受蔀 家庭局 各家蛾で

決定’’ ’一一

』
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開催時期 会期 癖
諦

協議､IF項 開縦地
＝

衿宗獅"本庁又は支部

I 総人員－ －－Lに ［ 一一，＝一毛

各家畿で決定
（6月～翌年3月j

各家数で決定
（6月～翌年3月）

各家鋤で決定
（6脚～翌年3月）

陰'職鮴も各釧棚
（5月～翌年3月）

家事調際事件の処理につき必要な零両爾
知縦の習得

家事調停事件の処理につき事例研究の方
法による必要な知繊の習得

家事事件の処理に関し考慮すべき事項

1日～ユ日
家庭局 持家銭で

決定

家事調陣委員ケース
研究会

家庭幾判所家事実務
研究会

家事関係機関との連
絡協議会

32 1日一一2日
谷家哉v》本庁又は支部 家庭局 各家裁で

決定
唖 1日～2日 家銭の裁判官及び書記官，家餓調癒

官，参与員，家事鯛停婆員
件家鋤め本庁又は文部

稀家畿で決定

家庭局 得家銭で
決定

~詞
家事事件胸処理に関して連絡調整を雪子
る事項

1日～9lJ
家庭局 各家哉で

決定

ロ

少年保護関係磯関等
との連緒協雛会

35 WW陥圃体も弁家雌で決
定
（5月～翌牢3風）

少年辮件の取扱い上巡絡洲盤を
る事項

1日～3借I
家庭局 各家蝿で

決定

－

36 新任参与員研應套 1日～2日 各家俄の本庁又は支部 家庭局 得家救で
決定

参与員研究会37 各家扱で決定一
（6月～翌年3月）

1日～2EI
各家雄心本庁又は支部 家庭局 各家栽で

決定
381 首席家庭畿判所調査
官協議会

1月～9月 1日 1家庭縦判所調査官の調 首席家庭錨判所詞蚕官

鴛罰
し考慮す.べき事項
2首席家庭畿判所澗斑官
考慮寸べき事項

（合同開僻）燕予定
噸京（鞭京・儲松）
大|侭（大阪，広島）
も古屋（_筒古屋．仙台j
橋I刑（福岡．札幌）

宗庭局 50人

’
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